
令和７年４月1日（火）～令和７年４月30日（水）

024-573-5635

※先着順ではありません。審査を行い交付を決定します。

50万円以上（税抜）の機械の購入費用の、1/2を補助します。（上限：125万円）

※詳しくは農政課農業担い手係までお問い合わせください。

象機械は、右のQRコードから

申込
期間

125万円

あなたはどっち？

50万円

スマート農業推進枠

（最大）

（最大）

従来枠

伊達市産業部農政課・農業担い手係024-573-5635

提出先：伊達市役所中央棟３階農政課・農業担い手係

令和８年度

認定農業者等機械購入補助金



詳しくはこちら

伊達市産業部農政課

次のいずれかに該当する農業経営者
① 市の認定農業者
② 地域計画の目標地図に位置付けられているもの

1台あたり対象経費の３割（上限２万円）

※申請書類は農政課窓口で用意しています。気軽にご相談ください

 機械の見積書（２店以上の販売店から取り寄せてください）

 購入する機械が掲載されているパンフレット等
 市税の完納証明書（令和８年４月１日以降に発行されたもの）

 共同利用申告書（３戸以上で機械を共同で利用する場合）

令和８年４月１日（水）～４月３０日（木）

024-573-5635

伊達市では農家の皆様の経営を支援するために、機械の購入
費用に対しての補助金を用意しております。さらに今年度か
ら、スマート農業枠を新設し、先端技術が使用されている機
械導入の後押しをしていきます。

＜伊達市認定農業者等農業機械購入費補助金＞

農 業 機 械 等 購 入 支 援 事 業

【従来枠】
購入価格（税抜）の３０％以内（上限５０万円）

【スマート農業推進枠】
購入価格（税抜）の５０％以内（上限１２５万円）
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用
の促進に関する法律第２条第1項に定める「スマート
農業技術」を用いた機器等。

スマート農業技術カタログはＱＲをチェック

申請書に以下の書類を添付し提出ください。

伊達市役所 農政課 農業担い手係
（伊達市役所本庁舎 中央棟３階）

購入価格５０万円以上（税抜）の農業機械等

対 象 者

対象機械

補助内容

申請期間

申請方法

申 請 書
提 出 先

お問い合わせ先

注意事項 • 先着順ではありません。申請内容を審査し交付を決定
します。

• 予算の範囲内で交付します。
• 令和９年２月までに納品される機械が対象です。
• 申請前に購入した機械は対象外です。
• 令和６年度以降に農業機械購入補助金の交付を受けて
いた場合は申請できません。

※農業以外にも使える汎用性の高い機械は対象外
（例：軽トラック、バックホー 等）
※中古品は対象外
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